
lB07 リスクコミュニケーションから 見る日本的社会システムの 横這寸 
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] 一 2. 米国でのダイオキシン 政策論争 

(1) 事例 3: 除草剤 2,4,5-T 規制論争 と
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除草剤 2,4,5.T は不純物としてダイオ キ EPA は 2,4,5.T の使用を暫定的に 禁止。 

、 ンン を含む。 1970 年代後半、 ベトナム 戦 
3 月 DowChemic 田社をはじめとする 企業側が、 KPA の 

措置に批判、 使用禁止措置を 取り下げるよう 提訴。 
争での Agentorange(2,4,5.T を含む枯葉 4 月 連邦裁判所は、 EPA 措置を支持、 原告の要求を 却下。 

剤 ) の 散布や セベソ での化学工場爆発事件 しかし EPA 措置の科学的根拠の 弱さを指摘。 
S Ⅲ ) その他の科学者による レピュ 一により、 Ⅲ sea 

などを契機にその 危険性が注目され、 動物 研究の結論への 疑問が深まる。 
実験で出産障害が 確認されたことから、 一 1983 年 10 月 D 。 wCh 。 ㎞。 、 1 社は 2,4,5.T の登録取り消しを 申請。 

部の用途を除いて 使用が禁止されていた。 出典 : 弁者 文舐 [U,8,9,ioU より作成 

しかし米国環境保護 省 (EPA) は残された用途によるリスクを 懸念し、 いくつかの疫学調査を 実施し、 オレゴ 

ン州 Alsea 盆地において 2,4,5.T の人体毒性を 示唆する研究結果の 報告を受けた。 その研究報告を 契機として 

起きた規制論争の 経緯を表 5 に示す。 EPA は AlSea での研究報告を 受けて す くに 2,4,5,T の使用禁止措置を 講 

ず るが、 問もなく企業側科学者からの 批判、 司法による レ ピュー、 そして EPA の科学諮問パネル (SAP) に 

よる科学的 レ ピューを受け、 根拠となる Alsea 研究の科学的妥当性は 否定され続けた [1,8,9] 。 Ⅲ sea 研究の科 

学的信頼性の 失墜とは裏 腹 に、 ベトナム戦争帰還兵の 集団訴訟やミズーリ 州の TimesBeach の高濃度ダイオ 

キシン汚染など、 社会では 2,4,5.T とダイオキシンの 危険性に注目を 集める事件が 相次いだ。 このため Dow 

ChemicaI 社は 2,4,5,T の安全性を固持しながらも 経済性の破綻によりその 生産・使用から 撤退した [l0L 。 
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2. 比較分析と、 日本的社会システムの 特質の検封 

以上で紹介した 4 つの事例分析をいく っ かの観点から 整理したのが 表 7 であ る。 日本では、 住民派研究者に 

よ る問題告発調査に 対して行政が 独自調査に よ り「安全宣言」する。 商調査には重要な 差異があ るにもかかわ 

らず科学論争が 起こらず、 行政調査に基づいた 政策が進められる。 一方で、 米国では政府 RPA が問題告発を 

行 れ 、 EPA 外部の科学者や 政府の科学専門家パネルがその 告発調査を レ ピュー・批判する。 その後、 司法の 

場や Science 誌上などでの 徹底した科学論争へと 発展する。 また事例に挙げたような 地域的な化学物質問題へ 

の リスク評価などの 対応をとる主体として、 日本では基本的に 市・ 県 行政であ るのに対して 米国では RPA が 

常に乗り出しているという 違いが見られる。 

表 7: 日本・米国それぞれのダイオキシン 規制政策き例の 特徴一日米の 比較 

              窩題 蓋然 : 摂は対毛 予防・ :::. ‥・ :.. り潔 ・ ク翻価 機関                                                                         科学論争 論争源の科学報告に 論争決着の   

            鍍 に行動 オ ・ る 主体 :.:C 嬢                                                                                                                                                     w                                                                                                                                                                             対する レピュ 一機関 場 

  存在しない   公害調停 

      存在しない 
            ;.: 佳麗 輯体                                                       

事例 2  ( 日本 )  ¥:;.. 。 億 無派研究 考                                                                                                                                                                             :.i ;;. 鳴鍛 政府． 研究機関 i;( 民 ・苗木委託 "  :.;.:;"":  3                                                           不成立   存在しない 

事例 1  ( 日本 )                                                                  ;.. ;. 鰭民耕篆 住民派研究 ・ ;:..";.::  番                                                                                                                                                           ;; ， 螺 市 ・ 奴購究 :.; も 罠 織本委託 機関． :;:.".;.:. チ                                                                                                                   不成立 

    事例 3 ( 米国 ) :.:., 麗轄み                                                                                                   ￥ " 軽 やぬめ科学者・ パ ・ネル " . 非常に活発 ・政府の設置する 科 学 ・裁判                                       者 パネル   世論                       事例 4( 米国 ):":,.EPA                                                                                                                                                            ，・ ， ・       鰯 E 簗を民 " ‥ 帯べ       委託 )                                                                               政府の設置する 者パネル 科学裁判 

  
3. 日本的社会システムの 特質 

      
  

以上の化学物質規制政策の 日米             
  
  

    
における差異であ る。 米国では㎝ ) 、 図 1: 三者関係 一 米国 図 2: 三者関係一日本 

(B) ともに EPA という政府省庁が 担 う ため、 EPA は「問題から 環境・住民を 守る省庁」として 働く。 したが 

って論争や対立は EPA と他省庁・科学者集団・ 企業との間に 生まれることになる ( 図 1) 。 しかし日本では ( め 

を住民側、 (B) を行政が担 う ため、 論争は「住民 対 行政」という 構図に陥りやすい ( 図 2) 。 これは規制科学に 

留まらず、 STS の多くの領域に 見られる傾向であ る。 
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